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適切な指導とパワハラ防止
■介護現場をよくする管理職養成講座
シリーズ 第６回

天晴れ介護サービス総合教育研究所 株式会社
代表取締役 榊原 宏昌
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■第1部 10:00〜11:30
zoomセミナー（参加者のお名前やお顔は出ません）
ご意見/ご感想/ご質問（チャット）に対しリアルタイムに応答
※「すべてのパネリスト」宛にチャットをお願いします

■第2部 11:30〜12:00
希望者による口頭でのご質問・ご相談・他の参加者との交流等
参加者のお名前やお顔は出ます（ビデオOFFは可能）

■事前に資料送付、セミナー後に「動画データ」と「資料」を送付します
※急用やネット環境不良等の場合は後日動画でご視聴下さい
※法人内のみのご活用にとどめて下さい

■動画＋資料は一般販売もさせて頂きます（以前のものもご視聴可能！）

ご受講にあたって
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講師プロフィール
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昭和52年、愛知県生まれ 介護福祉士、介護支援専門員
京都大学経済学部卒業後、特別養護老人ホームに介護職として勤務
社会福祉法人、医療法人にて、生活相談員、グループホーム、居宅ケアマネジャー、
有料老人ホーム、小規模多機能等の管理者、新規開設、法人本部の仕事に携わる
15年間の現場経験を経て、平成27年4月「介護現場をよくする研究・活動」を目的として独立

著書、雑誌連載多数。講演、コンサルティングは年間300回を超える
4児の父、趣味はクラシック音楽。ブログ、facebookは毎日更新中、日刊・週刊のメルマガ配信中
Zoomセミナー、動画講座も配信中。介護の読書会、介護現場をよくするｵﾝﾗｲﾝ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ主催
天晴れ介護サービス総合教育研究所 https://www.appare-kaigo.com/ 「天晴れ介護」で検索

■HMS介護事業コンサルタント ■WJU介護事業運営コンサルタント
■ＣーＭＡＳ介護事業経営研究会スペシャリスト ■全国有料老人ホーム協会 研修委員
■日本福祉大学 社会福祉総合研修センター 兼任講師 ■一般社団法人 考える杖 理事
■稲沢市介護保険事業計画策定委員会、地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営協議会、地域密着型ｻｰﾋﾞｽ運営委員会委員
■出版実績：日総研出版、中央法規出版、ナツメ社、メディカ出版、その他多数
■平成20年第21回ＧＥヘルスケア・エッセイ大賞にてアーリー・ヘルス賞を受賞
■榊原宏昌メールアドレス sakakibara1024@gmail.com
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介護現場をよくする研究・活動
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➢facebook、ブログ等を毎日更新、情報発信
➢メルマガ（日刊：介護の名言、週刊：介護現場をよくする研究＆活動通信）
➢以上の情報はHP（「天晴れ介護」で検索）よりどうぞ
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はじめに
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管理職になったら何をどうすればよいのか？
管理職は現場において、どこにポイントを置いて指導すればいいのか？
こうしたことを教わる機会は意外に少なかったりします。

また、管理職を教えていく側、
管理職の上司の側においても、
どういうふうに教えていけばよいか
困っていることが多いものです。

このセミナーシリーズでは、
管理職の方と管理職の上司の方に向けて
介護現場をよくするために管理職が身につけたい
考え方と具体策をお話します。
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本日の内容

■パワハラの定義と適切な指導とは

■パワハラ防止の具体策
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本日の内容

■パワハラの定義と適切な指導とは
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・大企業は2020年6月、中小企業は2022年4月から

・現行では罰則規定はなく、防止措置を義務付けたもの
※ただし、裁判沙汰になる可能性はある
※ただし、メンタル不調から労災になる可能性はある

・改善が行われなかった場合には、法人名の公表がある
→個人だけの責任ではなく、法人の責任でもある

パワハラ防止法（2020年6月施行）

8
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パワハラについて
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パワハラについて
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上司の注意指導等とパワーハラスメント（東京地裁八王子支部判決平成2年2月1日 労判558-68）

概 要：
製造業A社の工場に勤務していたBの後片付けの不備、伝言による年休申請に対し、上司CがBに対
して反省文の提出等の注意指導を行った。Bは「Cの常軌を逸した言動により人格権を侵害された」
と主張してA社及びCに対し、民事上の損害賠償請求をした。

判決内容：

上司には所属の従業員を指導し監督する権限があり、注意したり、叱責したことは指導監督する上
で必要な範囲内の行為とした上で、本件の場合は、Cの、反省書の作成や後片付けの再現等を求め
た行為は、指導監督権の行使としては、裁量の範囲を逸脱し、違法性を帯びるに至るとして、A社
とCに損害を賠償するよう判示した。

先輩によるいじめと会社の法的な責任（さいたま地裁判決平成16年9月24日 労判883-38）

概 要：
D病院に勤務していた看護師Eは、先輩看護師のFから飲み会への参加強要や個人的用務の使い走り、
暴言等のいじめを受け、自殺した。

判決内容：
判決ではFのEに対するいじめを認定し、FにEの遺族に対する損害を賠償する不法行為責任（民法
709条）と、勤務先であるDに対し、安全配慮義務の債務不履行責任（民法415条）を認めた。

内部告発等を契機とした職場いじめと会社の法的責任（富山地裁判決平成17年2月23日 労判891-12）

概 要：
勤務先Gの闇カルテルを新聞や公正取引委員会に訴えたHへ、転勤や昇格停止、長期間にわたる個
室への配席等を行ったGに対し、Hが損害賠償請求をした。

判決内容：
判決は、人事権行使は相当程度使用者の裁量的判断に委ねられるものの、裁量権は合理的な目的の
範囲内で、法令や公序良俗に反しない程度で行使されるべきであり、これを逸脱する場合には違法
であるとして、不法行為及び債務不履行に基づく損害賠償責任を認めた。
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パワハラについて
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肉体的・精神的苦痛を与える教育訓練と上司の裁量（仙台高裁秋田支部判決平成4年12月25日労判690-13）

概 要：

鉄道会社Iに勤務するJは労働組合のマークが入ったベルトを身につけて作業に従事していたところ、
上司Kが就業規則違反を理由に取り外しを命じ、就業規則全文の書き写し等を命じ、手を休めると
怒鳴ったり、用便に行くことも容易に認めず、湯茶を飲むことも許さず、腹痛により病院に行くこ
とも暫く聞きいれなかった。

判決内容：

就業規則の軽微な違反に留まるベルト着用に対し、就業規則の書き写しを命じたことは合理的教育
的意義を認めがたく、Jの人格を徒らに傷つけ健康状態に対する配慮を怠るものであったこと、教育
訓練は見せしめを兼ねた懲罰的目的からなされたものと推認され、目的においても不当なもので、
肉体的精神的苦痛を与えてJの人格権を侵害するものであるとして、教育訓練についての企業の裁量
を逸脱、濫用した違法なものであるから、上司K及び会社Iに対し、不法行為による損害賠償責任を
認めた（民法709条、715条）

退職勧奨とパワーハラスメント（大阪地裁判決平成11年10月18日 労判772-9）

概 要：
Lは航空会社Mの客室乗務員であったが、通勤途中の交通事故による欠勤後、Mから就業規則上の解
雇事由に該当するとして、約４か月間・30回以上にわたる退職勧奨を受け、解雇されるに至った。
このMの行為に対し、Lから人格権侵害による損害賠償請求がなされた。

判決内容：
本件解雇は、就業規則に規定する解雇事由に該当せず、Mの対応は、頻度や面談時間の長さ、Lに対
する言動など、社会通念上許容される範囲を超えて単なる退職勧奨とは言えず、違法な退職強要と
して不法行為と判示した。
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介護という仕事
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パワハラについて
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介護という仕事
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パワハラについて
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介護という仕事
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パワハラについて
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介護という仕事
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パワハラについて
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介護という仕事
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パワハラについて
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介護という仕事
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パワハラについて
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介護という仕事
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パワハラについて
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介護という仕事
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パワハラについて
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帝京平成大学 渡部卓教授「かりてきたねこ」

・「か」感情的にならない
・「り」理由を話す
・「て」手短かに済ませる
・「き」キャラクター、性格や人格に触れない
・「た」他人と比較しない
・「ね」根に持たない
・「こ」個別に伝える

※伝える力（お願いごとをする力）
→仕事の成果を決める！

上司・管理職の指導・伝え方

20
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客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる
適正な業務指示や指導については、該当しない！

上司・管理職の指導・伝え方
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客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる
適正な業務指示や指導については、該当しない！

・「客観的」「業務上必要」「相当な範囲」
「適正な業務指示・指導」とは？

・期待する内容について、
規程やマニュアル等の文書で明確にする

・周知する、教育・訓練する

・個々の実施状況、習熟度を把握し、育成する

上司・管理職の指導・伝え方

22
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期待する内容（規程・マニュアル）
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第３章 服務規律

（服務の基本原則）

第１３条 従業員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令
に従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない。

（服務規律）
第１４条 従業員は、以下の事項を守らなければならない。
（１）従業員は互いに人格を尊重し、礼儀正しく、和をもって従業員相互の向上に努めること。
（２）常に健康に留意し、明朗かつ積極的な態度を持って勤務すること。

（３）勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと、また、みだりに私語を
交わさないこと。

（４）勤務時間中、私用の電話やメールの送受信等を行わないこと、また、携帯電話やパソコン、
スマートフォン等の電子機器を会社内に持ち込む場合には、必ず電源を切ったうえで（消音、マ
ナーモード等の音声を発しないための措置のみでは不可）、職務以外の目的で操作しないこと。

（５）インターネットの利用、電子メールの送受信は、職務以外の目的で行わないこと。なお、
会社は、従業員のインターネットの利用、電子メールの使用状況を確認するため、インターネッ
トの表示履歴及び、電子メールの送受信の内容を本人の承諾なく閲覧することがある。
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期待する内容（規程・マニュアル）

24

（６）Facebook、Twitter、LINE、Instagram等のソーシャル・ネットワーキング・サービス、
ブログ、ネット掲示板、その他一般のクラウドサービス（以下、「SNS等」という。）を利用し
ている従業員は、会社の許可を得た場合を除き、SNS等を利用する際、機密情報はもちろん、会
社内の出来事や顧客、他の職員、取引先に関する一切の情報を漏えい又は開示しないこと。

（７）勤務時間中及び会社内においては、原則として政治活動、宗教活動その他これらに類する
行為を行わないこと（勤務時間外及び会社外においても、従業員の地位を利用して、他の従業員、
顧客、取引先その他の会社関係者に対して当該活動を行わないこと）。

（８）会社構内において事前に許可を受けることなく、演説、集会、文書等の配布、貼付、回覧、
掲示等の行為を行わないこと。

（９）勤務時間中又は会社内において、事前に許可なく販売活動、勧誘活動その他これらに類似
する行為を行わないこと（勤務時間外及び会社外においても、従業員の地位を利用して、他の従
業員、顧客、取引先その他の会社関係者に対して当該活動を行わないこと）。

（１０）職場の整理整頓に心がけ、常に清潔を保つとともに、火災・盗難の防止及び安全衛生
（特に施設設内感染の防止）に注意すること。

（１１）電熱器、ライター等の火気、凶器その他業務に必要でない危険物を許可なく携帯しない
こと。

（１２）他者に対して親切丁寧に接し、職務に相応しい言葉遣いや態度に注意を払い、他者に不
安や不信感を抱かせる行為は避けること。
（１３）会社の許可を得ずに、他の使用者に雇用され、又は自ら事業を行わないこと。
（１４）許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
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期待する内容（規程・マニュアル）
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（１５）自己の業務上の権限を超えて専断的なことを行わないこと、判断に迷う場合には、速や
かに上司及びその代理人への「報告、連絡、相談」を行うこと。

（１６）暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロま
たは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)を不当に利用

し、反社会的勢力の維持・運営に関与し、又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有
するなど、反社会的勢力との密接な関係をもたないこと。

（１７）職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、もしくは贈与を受
ける等不正な行為を行わないこと。
（１８）会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。

（１９）在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏えいしないこ
と。
（２０）酒気を帯びて就業しないこと。
（２１）その他従業員としてふさわしくない行為をしないこと。
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期待する内容（規程・マニュアル）
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（ソーシャルメディアの適正利用）
第２０条 従業員がソーシャルメディア（Facebook，Twitter、LINE、InstagramなどのＳＮＳ、ブ

ログ等）を利用する際には、在職中はもちろん退職後においても次の各号に掲げる事項を遵守し
なければならない。
（１）会社の信用を失墜させるような発信は厳に慎むこと。

（２）会社及び他者の技術上、営業上、経営上の機密情報並びに会社の情報や会社内の出来事、
顧客、従業員、取引先に関する一切の情報を発信してはならないこと。

（３）会社はもちろん、同僚、患者や取引先その他いわゆる他人に対する中傷は発信してはなら
ないこと。

（４）人種や宗教、性別等に関する中傷、特定の個人に対する侮辱やプライバシーを侵害する内
容、わいせつな内容は発信してはならないこと。
（５）つねに誠実な態度で良識ある発信を行うよう、心がけること。
（６）会社に関連した事柄を発信する際には、身元(氏名、必要な場合には会社での所属)を明ら

かにし、一人称で行うこと。また、「このサイトの掲載内容は私個人の見解であり、会社の立場
や意見を代表するものではありません」との免責文を入れること。

（７）読み手がどのような受止め方をするかを考え、内容、表現に留意すること。特に政治・宗
教など意見が分かれる問題について発信するときには、より慎重に行うこと。
（８）発信してよいか迷ったら、所属長や同僚に相談するか、発信しないようにすること。



Copyright (c) hiromasa sakakibara.All rights reserved.
27

期待する内容（規程・マニュアル）
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期待する内容（規程・マニュアル）
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本日の内容

■パワハラ防止の具体策
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パワハラ防止の具体策
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パワハラ防止の具体策
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パワハラ防止の具体策
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パワハラチェックリスト
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パワハラチェックリスト
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パワハラチェックリスト
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パワハラチェックリスト
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パワハラチェックリスト
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パワハラチェックリスト
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パワハラチェックリスト
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パワハラチェックリスト
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就業規則の例
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（職場のパワーハラスメントの禁止）

第１５条 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした、業務の適
正な範囲を超える言動により、他の従業員に精神的・身体的な苦痛を与えたり、就
業環境を害するようなことをしてはならない。

（セクシュアルハラスメントの禁止）

第１６条 性的言動により、他の従業員に不利益や不快感を与えたり、就業環境を
害するようなことをしてはならない。

（妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止）

第１７条 妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度
又は措置の利用に関する言動により、他の従業員の就業環境を害するようなことを
してはならない。

（その他あらゆるハラスメントの禁止）

第１８条 第１５条から前条までに規定するもののほか、性的指向・性自認に関す
る言動によるものなど職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の従業員の就
業環境を害するようなことをしてはならない。
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（目的）

第１条 本規定は、就業規則第□条に基づき、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラス
メント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント（以下｢職場におけるハラスメント｣という）
を防止するために従業員が遵守するべき事項を定める。 なお、この規定にいう従業員とは、正社員だ
けではなく、契約社員及び派遣労働者も含まれるものとする。

（パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
の定義）

第２条 パワーハラスメントとは、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上の必要かつ相当な
範囲を超えたものにより、就業環境を害することをいう。なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な
範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。

２ セクシュアルハラスメントとは、職場における性的な言動に対する他の従業員の対応等により当該
従業員の労働条件に関して不利益を与えること又は性的な言動により他の従業員の就業環境を害するこ
とをいう。また、相手の性的指向又は性自認の状況にかかわらないほか、異性に対する言動だけでなく、
同性に対する言動も該当する。

３ 前項の他の従業員とは直接的に性的な言動の相手方となった被害者に限らず、性的な言動により就
業環境を害されたすべての従業員を含むものとする。

４ 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、職場において、上司や同僚が、従業員の妊
娠・出産及び育児等に関する制度又は措置の利用に関する言動により従業員の就業環境を害すること並
びに妊娠・出産等に関する言動により女性従業員の就業環境を害することをいう。なお、業務分担や安
全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出
産・育児休業等に関するハラスメントには該当しない。

５ 第１項、第２項及び第４項の職場とは、勤務部店のみならず、従業員が業務を遂行するすべての場
所をいい、また、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の時間を含むもの
とする。
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（禁止行為）

第３条 すべての従業員は、他の従業員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場における
健全な秩序並びに協力関係を保持する義務を負うとともに、その言動に注意を払い、職場内において
次の第２項から第５項に掲げる行為をしてはならない。また、自社の従業員以外の者に対しても、こ
れに類する行為を行ってはならない。
２ パワーハラスメント(第２条第１項の要件を満たした以下のような行為)

①殴打、足蹴りするなどの身体的攻撃
②人格を否定するような言動をするなどの精神的な攻撃
③自身の意に沿わない従業員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離するなどの
人間関係からの切り離し

④長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、勤務に直接関係ない作業を命じるなどの
過大な要求

⑤管理職である部下を退職させるため誰でも遂行可能な業務を行わせるなどの過小な要求
⑥他の従業員の性的指向・性自認や病歴などの機微な個人情報について本人の了解を得ずに
他の従業員に暴露するなどの個の侵害

３ セクシュアルハラスメント(第２条第２項の要件を満たした以下のような行為)
①性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
②わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
③うわさの流布
④不必要な身体への接触
⑤性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
⑥交際・性的関係の強要
⑦性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換
等の不利益を与える行為

⑧その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動
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４ 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(第２条第５項の要件を満たした以下のような行為)
①部下の妊娠・出産、育児･介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱い
を示唆する言動

②部下又は同僚の妊娠・出産、育児･介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
③部下又は同僚が妊娠・出産、育児･介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
④部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動
⑤部下又は同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等

５ 部下である従業員が職場におけるハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する上
司の行為

（懲戒）
第４条 次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める懲戒処分を行う。

①第３条第２項（①を除く。） 、第３条第３項①から⑤及⑧及び第４項の行為を行った場合
就業規則第▽条第１項①から④までに定めるけん責、減給、出勤停止又は降格

②前号の行為が再度に及んだ場合、その情状が悪質と認められる場合、第３条第２項①又は第３条
第３項⑥、⑦の行為を行った場合
就業規則第▽条⑤に定める懲戒解雇
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（相談及び苦情への対応）

第５条 職場におけるハラスメントに関する相談窓口は本社及び各事業場で設けることとし、その責
任者は人事部長とする。人事部長は、窓口担当者の名前を人事異動等の変更の都度、周知するととも
に、担当者に対する対応マニュアルの作成及び対応に必要な研修を行うものとする。

２ 職場におけるハラスメントの被害者に限らず、すべての従業員は、パワーハラスメントや性的な
言動、妊娠・出産・育児休業等に関する就業環境を害する言動に関する相談を相談窓口の担当者に申
し出ることができる。

３ 対応マニュアルに沿い、相談窓口担当者は相談者からの事実確認の後、本社においては人事部長
へ、各事業場においては所属長へ報告する。報告に基づき、人事部長又は所属長は相談者のプライバ
シーに配慮した上で、必要に応じて行為者、被害者、上司その他の従業員等に事実関係を聴取する。
４ 前項の聴取を求められた従業員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。

５ 対応マニュアルに沿い、所属長は人事部長に事実関係を報告し、人事部長は、問題解決のための
措置として、第４条による懲戒の他、行為者の異動等被害者の労働条件及び就業環境を改善するため
に必要な措置を講じる。

６ 相談及び苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されるとともに、相談をした
こと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行わない。
（再発防止の義務）

第６条 人事部長は、職場におけるハラスメント事案が生じた時は、周知の再徹底及び研修の実施、
事案発生の原因の分析等、適切な再発防止策を講じなければならない。
（その他）

第７条 性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や要因になり得
ること、また、妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関する
ハラスメントの発生の原因や背景となり得ることから、このような言動を行わないよう注意すること。
附則 本規定は令和○年○月○日より実施する。
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・指導、育成
・仕事を振る、役割を与える（部下の育成のために）
・面談
・把握、理解、共感、承認
・評価
・PDCA（目的、目標、計画、役割分担、実施、チェック、改善）
・数字の管理
・法令遵守
・方向づけ、ルール、仕組みづくり
・周知、意見交換、徹底
・話し合い、会議、一緒に考える
・甘やかすわけではないが、守る
・上下、横の報連相
・結果責任、実施責任、説明責任、育成責任、「〇〇」責任
・

成長

責任＝あきらめない、正当化しない、卑下しない、何かに責任をなすりつけない
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本日の内容

■パワハラの定義と適切な指導とは

■パワハラ防止の具体策

64



Copyright (c) hiromasa sakakibara.All rights reserved.
65

講演・コンサルティング実績と主なテーマ
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１．現場力強化シリーズ（管理者向け、ケアマネ向け、新人向けなど）
２．経営力強化シリーズ（事業経営実践塾等）
３．法定研修シリーズ（身体拘束、虐待、個人情報等）
４．ニュースまとめ（月１回のマンスリージャーナル、facebookライブ）
５．ビジネススキル（社会人として身につけておきたい基本）
６．マニュアル・データシリーズ（経営力向上に資するマニュアルやデータ）
７．テーマ別グループコンサルティング（5人限定）
８．個別相談会（無料、月5名程度）
９．セミナーダイジェスト（facebookライブにて）
10．対談シリーズ（facebookライブにて）

➢１回２時間程度
➢顔出し・名前出しなし！
➢セミナー終了後に「動画」と「資料」を
お送りしますので、当日都合が悪い方もご受講頂けます

➢法人内研修にもご活用頂けます
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10月のオンライン企画（詳細はHPより）
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➢10月10日（土）
10：00〜12：00 小規模多機能セミナー（第4回）加算・減算／中重度者受入
19：30〜21：30 ケアマネジャー向けセミナー（第6回）各種サービスの活用とルール

➢10月12日（月）
9：00〜12：00 zoom無料相談会（お一人様30分）4枠
21：00〜22：00 facebookライブ（9月のzoomセミナーダイジェスト）
※職場をよくする対話型リーダーシップ実践会限定

➢10月17日（土）
20：00〜21：00 facebookライブ（マンスリー・ジャーナル10月号）

➢10月26日（月）
10：00〜12：00 管理職向けセミナー（第6回）適切な指導とパワハラ防止
14：00〜15：30 医療・介護・福祉業界で「個人」としてのキャリアアップを考える
19：30〜21：30 法定研修シリーズセミナー（第4回）認知症ケア②
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➢11月7日（土）
10：00〜12：00 小規模多機能セミナー（第5回）家族支援／地域連携／個別ケア
19：30〜21：30 ケアマネジャー向けセミナー（第7回）基本報酬・加算・減算

➢11月14日（土）
21：00〜22：00 facebookライブ（10月のzoomセミナーダイジェスト）
※職場をよくする対話型リーダーシップ実践会限定

➢11月21日（土）
10：00〜16：00 zoom無料相談会（お一人様30分）５枠
21：00〜22：00 facebookライブ（マンスリー・ジャーナル11月号）

➢11月27日（金）
13：30〜17：00 医療・介護・福祉業界で「個人」としてのキャリアを考えるシリーズ

➢11月29日（日）
10：00〜12：00 管理職向けセミナー（第7回）不適切ケアと虐待防止
14：00〜16：00 介護現場をよくするマニュアルシリーズ（ケアマネジメント編）
19：30〜21：30 法定研修シリーズセミナー（第5回）認知症ケア③BPSDのケア
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